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１ ごみ処理の現状と課題 

(1) ごみ排出量の現状 

本市のごみ排出量は、平成１４年１２月に指定ごみ袋制と直接搬入ごみ

処理手数料の導入したことにより、平成１５年度に大きく減尐しました。 

その後、横ばい状態が続いていましたが、平成２０年度から２１年度に

かけて、直接搬入ごみに対する適正指導とごみ処理手数料の改正を実施し

たことにより、平成２１年度に大きく減尐しました。 

市で処理するごみ（一般廃棄物）は、大きく家庭系ごみと事業系ごみに

分けられますが、事業系ごみの排出量は景気の動向に左右されるものの、

近年は横ばいの状況です。家庭系ごみの排出量もほぼ横ばい状態で、減量

が進んでいない状況です。 

平成２４年度一般廃棄物処理事業実態調査から算出した家庭系ごみ１人

１日当たりの排出量（原単位）をみると、本市は６４８ｇ／人・日で、県

内自治体の平均５４８ｇ／人・日と比較して、１人１日当たり１００ｇ多

くなっています。これは、県内５４市町村のうち、排出量が尐ない方から

５０番目で、市では最下位となっています。 

また、資源回収量は年々減尐しています。定期収集する家庭系ごみには

再生可能な紙類やペットボトル、缶などが多く混入されており、ごみと資

源の分別が十分でないことが資源回収量低下の一因として考えられます。 

 



 

 

 

- 3 - 

 

6,961  6,913  

5,021  
4,513  4,159  4,104  

4,356  

3,000  

4,000  

5,000  

6,000  

7,000  

8,000  

ｔ
 

年度 

事業系ごみ排出量 

21,454  

21,182  

20,292  

20,241  

20,407  20,296  

19,914  

19,000  

19,500  

20,000  

20,500  

21,000  

21,500  

22,000  

ｔ
 

年度 

家庭系ごみ排出量 

4,880  

4,702  
4,448  

4,268  
4,012  

3,766  
3,401  

3,000  

3,500  

4,000  

4,500  

5,000  

ｔ
 

年度 

資源回収量 

680  
668  

642  641  
645 648  

636  

610  

630  

650  

670  

690  

ｇ
／
人
・
日
 

年度 

家庭系ごみ１人１日当たりの 

排出量（原単位） 

 

可燃物ごみの内容物調査（平成２６年６月） 

区  分 Ａ地区 Ｂ地区 合 計 

総袋数 a 92 57 149 

資源混入の袋数 b 80 51 131 

割合（％） b/a 87.0 89.5 88.8 

 

不燃物ごみの内容物調査（平成２６年６月） 

区  分 Ｃ地区 Ｄ地区 Ｅ地区 Ｆ地区 合 計 

総ごみ量（㎏） c 150.0 130.0 140.0 50.0 470.0 

資源混入量（㎏） d 48.2 51.8 44.0 21.3 165.3 

割合（％） d/c 32.1 39.8 31.4 42.6 35.2 
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(2) ごみ処理費用の現状 

ごみ処理には、収集、中間処理（破

砕、焼却等）、最終処分（埋立）など

に多額の費用が掛かります。 

現在の焼却施設が稼働から１１年

を経過し、修繕費などが大幅に増加

しており、平成２５年度のごみ処理

費用は約１４億５千万円となってい

ます。 

ごみ処理費用を抑えながら、ごみ

を適正に処理、処分するためにも、

ごみの減量が必要です。 

 

(3) ごみ処理の課題 

ア ごみの減量と資源化の推進 

ごみの発生抑制は、循環型社会や低炭素社会を目指すために必要な課

題となっています。 

国は、平成２５年に「第３次循環型社会形成推進基本計画」で、一般

廃棄物の減量目標を「１人１日当たりに家庭から排出する資源を除くご

みの量について、平成３２年度を目標年次として、平成１２年度比で約

２５％減にする。」と設定しており、ごみの減量が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第３次循環型社会形成推進基本計画」（抜粋）平成２５年５月３１日 閣議決定 

第３章 循環型社会形成のための指標及び数値目標 

第２節 取組指標 

１ 入口 

(2) 一般廃棄物の減量化（目標を設定する指標） 

① １人１日当たりの家庭系ごみ排出量 

国民のごみ減量化への努力や分別収集の努力をあらわす代表的な

指標として、集団回収量、資源ごみ等を除いた、家庭系からの１人

１日当たりごみ排出量を平成３２年度において、平成１２年度比で

約２５％減（約５００グラム）とすることを目標とする。 
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家庭から排出されるごみの減量が進んでいない状況であることから、

家庭系ごみの減量に効果的な施策の検討が必要です。 

また、近年、資源回収量が減尐していることから、資源化を推進する

ための施策の検討も必要です。 

 

イ 負担の公平性 

ごみ処理手数料が掛かる戸別収集と直接搬入を除く、家庭から排出さ

れるごみは、税収入を財源として収集と処理を行っています。 

収集ごみの処理を全て税収入で賄っている現状は、市民にとって排出

量に応じた費用負担となっていないことから、環境に配慮してごみ減量

に努力している市民には、不公平感が生じていると考えられます。 

また、循環型社会や低炭素社会を目指すために、ごみの減量と資源化

の推進についての啓発を行っていますが、市民にとってごみ減量が日常

生活のメリットとしてとらえにくいため、具体的なごみ減量の行動に結

びつきにくいと考えられます。 

そのため、ごみ排出量に応じた処理費用の負担を図るためにも、ごみ

の減量と資源化の推進を積極的に取り組んだ市民については、負担が軽

減されるような仕組みづくりが必要です。 
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２ 家庭系収集ごみ有料化の概要 

(1) 有料化とは 

ほとんどの自治体は、手数料の上乗せが無い一定規格の「指定ごみ袋」

を排出者が購入して、定期収集のごみ排出時に使用することを義務付けて

います。指定の袋を購入しなければならないため、広い意味では、これを

「有料化」と言う場合がありますが、排出者の負担は袋の作成と販売に係

る実費であり、ごみ処理費用の負担を求めているものではありません。 

本計画の「家庭系収集ごみ有料化」は、家庭の日常生活から排出される

ごみを適正に処理するための費用の一部を、排出量に応じて手数料として

直接、市民に負担を求める仕組みのことです。 

現在、本市では家庭系ごみについては、粗大ごみなどを清掃センターに

直接搬入される場合と戸別収集の場合に処理手数料の負担が必要ですが、

定期収集のごみについては手数料を賦課していません。 

なお、国は、平成１７年に「廃棄物の減量その他その適正な処理に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」で「家庭系

収集ごみ有料化」を地方自治体の役割として推進すべき施策としています。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 有料化の目的 

家庭系収集ごみ有料化の目的は、ごみ減量が家計の支出減につながると

いう経済的な動機付け（＝インセンティブ）を活用して、市民のごみに関

する意識を大きく転換することによって、即効性のある大幅なごみの減量

を達成することです。 

家庭系収集ごみ有料化によって、経済的な動機付けにより、ごみ減量に

取り組むことが資源化の推進にもつながり、循環型社会の形成にとって、

「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ための基本的な方針」（抜粋） 平成１７年５月改正 環境省 

三 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項 

２ 国民、事業者、地方公共団体及び国の役割 

(3) 地方公共団体の役割 

…経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推

進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、一般廃

棄物処理の有料化の推進を図るべきである。 
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非常に大きな効果があるとされています。 

また、ごみの減量と資源化の推進に取り組んだ成果が、直接、経済的な

負担減として反映されるため、公平性を実感することができます。 

先行する他自治体の取り組みからも、有効性が報告されており、家庭ご

みの減量と資源化の推進に積極的に取り組んできた市民にとってはさらな

る意識高揚につながり、取り組みに消極的だった市民にとっては、ごみ減

量の意識を持ち始める転機となることが期待できます。 

さらに、家庭系収集ごみ有料化による手数料収入は、ごみの減量と資源

化の推進を始めとした環境施策のための財源の一部となります。 

 

(3) 有料化の導入状況 

家庭系収集ごみ有料化の実施率は、全国の自治体では６２．４％となっ

ており、約３分の２の自治体が実施しています。 

県内自治体の実施率は３８．９％ですが、今後、多くの自治体が家庭系

収集ごみ有料化に向けた検討を進めていくと考えられます。 

 

全国市区町村の有料化実施状況（平成２６年４月現在） 

区 分 総 数 有料化実施団体数 有料化実施率 

市・区 813 450 55.4％ 

町 745 517 69.4％ 

村 183 119 65.0％ 

合 計 1,741 1,086 62.4％ 

 

県内市町村の有料化実施状況（平成２６年４月現在） 

区 分 総 数 有料化実施団体数 有料化実施率 

市 38 13 34.2％ 

町 14 6 42.9％ 

村 2 2 100.0％ 

合 計 54 21 38.9％ 
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(4) 有料化の効果 

家庭系収集ごみ有料化によって、様々な効果が見込まれますが、本市で

は、次のような効果が考えられます。 

ア ごみの減量と資源化の推進 

ごみ排出量に応じた費用負担を実感できるため、ごみ減量による経済

的なメリットを感じやすくなり、ごみの減量と資源化の推進についての

関心が高まります。 

また、ごみと資源を適正に分別することで、現状では収集ごみの中に

混入されている紙類などを再生可能な「資源」として回収することがで

き、ごみ排出量は減尐し、資源回収量は増加することが見込まれます。 

 

イ ごみに対する意識の向上 

ごみの減量と資源化の推進についての関心が高まることによって、ご

みになるものを家庭に持ち込まない、無駄にならない購入量を心掛ける

など、ライフスタイル見直しの契機となります。 

 

ウ 負担の公平性の確保 

ごみ排出量に応じた手数料が必要となるため、ごみを多量に排出する

場合には負担が大きく、尐量の場合には負担が小さくなります。 

このため、ごみ減量を実践している市民の努力が報われることになり、

ごみ処理に係る費用負担の公平化につながります。 

 

エ ごみ処理費用の削減 

ごみ排出量が減尐することにより、収集運搬車両の走行距離やごみ処

理施設の運転時間を減らすことが可能となり、ごみ処理費用の削減と、

ごみ処理施設の延命化を図ることができます。 

 

３ 家庭系収集ごみ有料化の制度内容 

※ 第４回検討会議にて検討 
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４ ごみの減量と資源化の推進の施策等 

家庭系収集ごみ有料化は、ごみの減量と資源化の推進に効果的な施策の一

つですが、他の施策と併せて実施することで、その相乗効果から、より一層

のごみ減量と資源化が進むと考えています。 

また、導入に伴い懸念される、ごみの不適正排出等を防止するための対策

を強化することも重要です。 

このことから、次のような施策を実施、検討していきます。 

なお、実施、検討に当たって、施策によっては地域事情を考慮して、地域

ごとに可能な施策で対応していくことも必要です。 

  

(1) ごみの減量と資源化の推進に向けた施策 

ア ごみ減量等推進員制度の導入の検討 

ごみの排出方法やごみと資源の分別方法について、市民に適正指導を

行うために、ごみ減量等推進員制度などの指導体制を検討していきます。 

 

イ 多世代への意識啓発、情報提供、環境教育の推進 

ごみの減量と資源化の推進には、大人だけでなく次世代を担う子ども

たちに、ごみ問題についての関心を持ってもらうことが重要です。 

意識啓発を継続的に促すため、ごみ減量が環境に与える効果として、

二酸化炭素の削減量推計や、回収後の資源の活用状況などの情報を分か

りやすく提供していきます。 

また、子どもたちへの環境教育の一環として、小中学校との連携によ

るごみと資源の分別体験や、回収可能な資源の検討をしていきます。 

 

ウ 資源の受入れ体制の拡充 

資源回収の機会を拡充するために、月１回の地域回収の受入れ時間帯

の弾力化、地区や公共の施設等を拠点とする回収体制などを検討します。 

なお、ごみ収集場所での資源回収については、現状のごみ収集場所箇

所数（※）を考慮すると、慎重な検討が必要であると考えています。 

※ 可燃物収集場所：約１,２００か所、不燃物収集場所：約９６０か所（共用含む） 
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エ 分別の周知と資源回収品目の拡大 

可燃物ごみの中に多く混入されている雑紙類を資源として回収してい

ることを周知するほか、分別についての市民の煩雑さも考慮しながら、

不燃物として収集しているごみのうち、資源として回収することが可能

なもの（※）を検討し、資源化を進めていきます。 

※ 飲料缶以外の金属類 など 

 

オ 生ごみと草木類の減量、資源化の検討 

家庭系ごみの多くを占める生ごみと草木類の減量は、第一に水切りや

乾燥後の排出が有効であることを周知する必要があります。 

また、これらを資源化し、有効活用することができれば、直接的にご

み減量につながります。収集と処理に係る費用や適正な収集方法などを

踏まえて長期的に検討していきます。 

 

(2) 不適正排出等の対策 

有料化制度の導入に伴い、不適正排出（ルール違反）、不法投棄、野外焼

却などが新たに生じないように、地域や導入を検討するごみ減量等推進員

と協働して、周知や啓発を充実していきます。 

 

ア 不適正排出（ルール違反）対策 

不適正な排出を防止するため、ごみ収集場所の早朝巡視などにより、

指定ごみ袋以外の排出や分別の不徹底などのルール違反について、排出

元調査などを行い、適正排出を指導します。 

また、家庭系収集ごみ有料化制度の導入前後には、地域と協働して、

ごみ収集場所を巡回し、制度と分別の周知や指導を行います。 

 

イ 不法投棄対策 

不法投棄を防止するため、必要に応じて、投棄されやすい場所への監

視装置等の設置や、関係機関と協力した情報収集と巡視などによる監視

を強化します。 
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ウ 野外焼却対策 

野外焼却を防止するため、関係機関と協力した情報収集と巡視などに

よる監視を充実します。 

 

５ 家庭系収集ごみ有料化の周知 

家庭系収集ごみ有料化の円滑な実施には、目的や制度などについての市民

の理解と協力が不可欠です。 

そのために、説明会の実施や積極的な広報活動などを行います。 

 

(1) 説明会等による周知 

行政区やコミュニティ単位の説明会の開催など、多様な機会をとらえて

有料化制度に対する周知を行います。 

説明会では、制度の概要や仕組みの他にも、ごみ減量の具体的方策や不

適正排出対策など、制度の導入によって懸念される問題の対応なども説明

します。 

 

(2) 広報活動の充実 

ア 広報誌やホームページによる周知 

「広報ちた」で周知する他に、ホームページを活用した情報提供を行

います。 

また、積極的に報道機関へ情報提供を行い、市民に情報を伝えます。 

 

イ パンフレット等による周知 

有料化制度の内容や効果、ごみと資源の分別方法などについて分かり

やすいパンフレットを作成し、全世帯に配布します。 

また、公共施設、商店等へのポスター掲出とチラシ配布を行います。 

 

ウ その他 

各種団体等への出前講座や各種イベントなどを利用して周知します。 


